
 

令和６年度山形市水道事業会計の資金不足比率について 

 

 令和６年度山形市水道事業会計に係る資金不足比率について、本市監査委員の審査意見（裏面のと

おり。）を付けて、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定により、次のとお

り報告する。 

 

  令和７年９月４日 

 

山形市長 佐 藤 孝 弘    

 

 

 

令和６年度山形市水道事業会計の資金不足比率 

 

(単位：％) 

会計の名称 資金不足比率 経営健全化基準 

山形市水道事業会計 
－ 

（△７９．８） 
２０．０ 

 
資金不足額が生じていないため、資金不足比率はない。 
なお、参考として、資金剰余の比率を（ ）に「△」で併記している。 
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監  第 ６４ 号 

令和７年８月２１日 

山形市長 佐 藤 孝 弘  様 

 

山形市監査委員  伊 藤 明 彦 

    同     鈴 木   進 

     

令和６年度山形市水道事業会計資金不足比率審査意見の提出について 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定により、審査に付された令和６

年度山形市水道事業会計資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類を審査した結

果について、次のとおり意見を提出します。 

 

１ 審査の対象 

 令和６年度 山形市水道事業会計 

 

２ 審査の方法 

  審査は、令和７年８月１８日付けで市長から審査に付された資金不足比率及びその算定の基礎

となる事項を記載した書類が適正に作成されているかどうかについて、関係書類との照合並びに

関係職員からの説明聴取などにより、山形市監査基準に準拠して実施した。 

 

３ 審査の結果 

  審査に付された資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類は、いずれも適正

に作成されているものと認めた。 

                                    （単位：％） 

区 分 令和６年度 令和５年度 経営健全化基準 

資金不足比率 
－ 

（△７９．８） 

－ 

（△７６.１） 
２０．０ 

（備考）資金不足比率については、資金に不足が生じていないため「－」と表示したものである。

なお、参考として、資金剰余の比率を（ ）に「△」で併記している。 

 

４ 監査委員の除斥 

地方自治法第１９９条の２の規定により、山川稔彦監査委員を除斥した。 
 

５ 審査意見 

経営健全化基準による資金不足は、生じていない。 



 

令和６年度山形市公共下水道事業会計の資金不足比率について 

 

 令和６年度山形市公共下水道事業会計に係る資金不足比率について、本市監査委員の審査意見（裏

面のとおり。）を付けて、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定により、次

のとおり報告する。 

 

  令和７年９月４日 

 

山形市長 佐 藤 孝 弘    

 

 

 

令和６年度山形市公共下水道事業会計の資金不足比率 

 

(単位：％) 

会計の名称 資金不足比率 経営健全化基準 

山形市公共下水道事業会計 
－ 

（△７１．１） 
２０．０ 

 
資金不足額が生じていないため、資金不足比率はない。 
なお、参考として、資金剰余の比率を（ ）に「△」で併記している。 
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監  第 ６５ 号 

令和７年８月２１日 

山形市長 佐 藤 孝 弘  様 

 

山形市監査委員  伊 藤 明 彦 

    同     鈴 木   進 

 

令和６年度山形市公共下水道事業会計資金不足比率審査意見の提出について 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定により、審査に付された令和６

年度山形市公共下水道事業会計資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類を審査

した結果について、次のとおり意見を提出します。 

 

１ 審査の対象 

 令和６年度 山形市公共下水道事業会計 

 

２ 審査の方法 

  審査は、令和７年８月１８日付けで市長から審査に付された資金不足比率及びその算定の基礎

となる事項を記載した書類が適正に作成されているかどうかについて、関係書類との照合並びに

関係職員からの説明聴取などにより、山形市監査基準に準拠して実施した。 

 

３ 審査の結果 

  審査に付された資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類は、いずれも適正

に作成されているものと認めた。 

                                    （単位：％） 

区 分 令和６年度 令和５年度 経営健全化基準 

資金不足比率 
－ 

（△７１．１） 

－ 

（△７１．０） 
２０．０ 

（備考）資金不足比率については、資金に不足が生じていないため「－」と表示したものである。

なお、参考として、資金剰余の比率を（ ）に「△」で併記している。 

 

４ 監査委員の除斥 

  地方自治法第１９９条の２の規定により、山川稔彦監査委員を除斥した。 

 

５ 審査意見 

経営健全化基準による資金不足は、生じていない。 



 

令和６年度山形市農業集落排水事業会計の資金不足比率について 

 

令和６年度山形市農業集落排水事業会計に係る資金不足比率について、本市監査委員の審査意見

（裏面のとおり。）を付けて、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定によ

り、次のとおり報告する。 

 

  令和７年９月４日 

 

山形市長 佐 藤 孝 弘    

 

 

 

 
令和６年度山形市農業集落排水事業会計の資金不足比率 

 

(単位：％) 

会計の名称 資金不足比率 経営健全化基準 

山形市農業集落排水事業会計 
－ 

（△３０．２） 
２０．０ 

 
資金不足額が生じていないため、資金不足比率はない。 
なお、参考として、資金剰余の比率を（ ）に「△」で併記している。 
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監  第 ６６ 号 

令和７年８月２１日 

山形市長 佐 藤 孝 弘  様 

 

山形市監査委員  伊 藤 明 彦 

    同     鈴 木   進 

 

令和６年度山形市農業集落排水事業会計資金不足比率審査意見の提出について 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定により、審査に付された令和６

年度山形市農業集落排水事業会計資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類を審

査した結果について、次のとおり意見を提出します。 

 

１ 審査の対象 

 令和６年度 山形市農業集落排水事業会計 

 

２ 審査の方法 

  審査は、令和７年８月１８日付けで市長から審査に付された資金不足比率及びその算定の基礎

となる事項を記載した書類が適正に作成されているかどうかについて、関係書類との照合並びに

関係職員からの説明聴取などにより、山形市監査基準に準拠して実施した。 

 

３ 審査の結果 

  審査に付された資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類は、いずれも適正

に作成されているものと認めた。 

                                    （単位：％） 

区 分 令和６年度 令和５年度 経営健全化基準 

資金不足比率 
－ 

（△３０．２） 

－ 

（△３２．７） 
２０．０ 

（備考）資金不足比率については、資金に不足が生じていないため「－」と表示したものである。

なお、参考として、資金剰余の比率を（ ）に「△」で併記している。 

 

４ 監査委員の除斥 

  地方自治法第１９９条の２の規定により、山川稔彦監査委員を除斥した。 

 

５ 審査意見

    経営健全化基準による資金不足は、生じていない。 



 

令和６年度山形市立病院済生館事業会計の資金不足比率について 

 

 令和６年度山形市立病院済生館事業会計に係る資金不足比率について、本市監査委員の審査意見（裏

面のとおり。）を付けて、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定により、次

のとおり報告する。 

 

  令和７年９月４日 

 

山形市長 佐 藤 孝 弘    

 

 

 

令和６年度山形市立病院済生館事業会計の資金不足比率 

 

(単位：％) 

会計の名称 資金不足比率 経営健全化基準 

山形市立病院済生館事業会計 
－ 

（△６３．１） 
２０．０ 

 
資金不足額が生じていないため、資金不足比率はない。 
なお、参考として、資金剰余の比率を（ ）に「△」で併記している。 
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監  第 ６７ 号 

令和７年８月２１日 

山形市長 佐 藤 孝 弘  様 

 

山形市監査委員  伊 藤  明 彦 

     同     鈴 木   進 

 

令和６年度山形市立病院済生館事業会計資金不足比率審査意見の提出について 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定により、審査に付された令和６

年度山形市立病院済生館事業会計資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類を審

査した結果について、次のとおり意見を提出します。 

 

１ 審査の対象 

 令和６年度 山形市立病院済生館事業会計 

 

２ 審査の方法 

  審査は、令和７年８月１８日付けで市長から審査に付された資金不足比率及びその算定の基礎

となる事項を記載した書類が適正に作成されているかどうかについて、関係書類との照合並びに

関係職員からの説明聴取などにより、山形市監査基準に準拠して実施した。 

 

３ 審査の結果 

  審査に付された資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類は、いずれも適正

に作成されているものと認めた。 

                                    （単位：％） 

区 分 令和６年度 令和５年度 経営健全化基準 

資金不足比率 
－ 

（△６３．１） 

－ 

（△６６．４） 
２０．０ 

（備考）資金不足比率については、資金に不足が生じていないため「－」と表示したものである。

なお、参考として、資金剰余の比率を（ ）に「△」で併記している。 

 

４ 監査委員の除斥 

  地方自治法第１９９条の２の規定により、山川稔彦監査委員を除斥した。 

 

５ 審査意見 

経営健全化基準による資金不足は、生じていない。 



 

令和６年度山形市公設地方卸売市場事業会計の資金不足比率について 

 

 令和６年度山形市公設地方卸売市場事業会計に係る資金不足比率について、本市監査委員の審査意

見（裏面のとおり。）を付けて、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定によ

り、次のとおり報告する。 

 

  令和７年９月４日 

 

山形市長 佐 藤 孝 弘    

 

 

 

令和６年度山形市公設地方卸売市場事業会計の資金不足比率 

 

(単位：％) 

会計の名称 資金不足比率 経営健全化基準 

山形市公設地方卸売市場事業

会計 

－ 
（△２．６） 

２０．０ 

 
資金不足額が生じていないため、資金不足比率はない。 
なお、参考として、資金剰余の比率を（ ）に「△」で併記している。 
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監  第 ６８ 号 

令和７年８月２１日 

山形市長 佐 藤 孝 弘  様 

 

山形市監査委員  伊 藤 明 彦 

    同     鈴 木   進 

 

令和６年度山形市公設地方卸売市場事業会計資金不足比率審査意見の提出について 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定により、審査に付された令和６

年度山形市公設地方卸売市場事業会計資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類

を審査した結果について、次のとおり意見を提出します。 

 

１ 審査の対象 

 令和６年度 山形市公設地方卸売市場事業会計 

 

２ 審査の方法 

  審査は、令和７年８月１８日付けで市長から審査に付された資金不足比率及びその算定の基礎

となる事項を記載した書類が適正に作成されているかどうかについて、関係書類との照合並びに

関係職員からの説明聴取などにより、山形市監査基準に準拠して実施した。 

 

３ 審査の結果 

  審査に付された資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類は、いずれも適正

に作成されているものと認めた。 

                                    （単位：％） 

区 分 令和６年度 令和５年度 経営健全化基準 

資金不足比率 
－ 

（△２．６） 

－ 

（△６．２） 
２０．０ 

（備考）資金不足比率については、資金に不足が生じていないため「－」と表示したものである。

なお、参考として、資金剰余の比率を（ ）に「△」で併記している。 

 

４ 監査委員の除斥 

  地方自治法第１９９条の２の規定により、山川稔彦監査委員を除斥した。 

 

５ 審査意見 

    経営健全化基準による資金不足は、生じていない。


